
承認第１２号 

   専決処分の承認について（関市税条例の一部を改正する条例） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次の

とおり専決処分したから、同条第３項の規定によりこれを報告し、その承認を求

める。 

  令和２年５月１日提出 

                     関市長 尾 関 健 治 



専決第１６号 

関市税条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

令和２年４月３０日 

                     関市長 尾 関 健 治     

関市税条例の一部を改正する条例 

関市税条例（昭和２５年関市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

附則第９条中「法附則第１５条から第１５条の３の２まで」の次に「、第６１

条又は第６２条」を、「又は附則第１５条から第１５条の３の２まで」の次に「、

第６１条若しくは第６２条」を加える。 

附則第９条の２に次の１項を加える。 

２０ 法附則第６２条に規定する市の条例で定める割合は、０とする。 

 附則第１４条の２中「令和２年９月３０日」を「令和３年３月３１日」に改め

る。 

 附則に次の１条を加える。 

 （新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等） 

第２３条 第９条第７項の規定は、法附則第５９条第３項において準用する法第

１５条の２第８項に規定する条例で定める期間について準用する。 

２ 第１０条の規定は、法附則第５９条第３項において準用する法第１５条の３

第１項第４号に規定する条例で定める債権について準用する。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


